
ショー ト ス テ イ サー ビ ス と 利 ⽤ 料 ⾦   
    当 事 業 所 で は、 ご 契 約 者 に 対 し て 以 下 の サー ビ ス を 提 供 し ま す。   

  
（1） 介 護 保 険 の 給 付 の 対 象 と な る サー ビ ス   
      以 下 の サー ビ ス に つ い て は、 利 ⽤ 料 ⾦ の ⼤ 部 分 （通 常 ９ 割） が 介 護 保 険 か ら 給 付 さ 
れ ま す。   
＜ サー ビ ス の 概 要 ＞   
1 ⼊ 浴   
・ ⼊ 浴 ⼜ は 清 拭 を 週 ２ 回 ⾏ い ま す。   
・ 寝 た き り で も 機 械 浴 槽 を 使 ⽤ し て ⼊ 浴 す る こ と が で き ま す。   

2 排 泄   
・ 排 泄 の ⾃ ⽴ を 促 す た め、 ご 契 約 者 の ⾝ 体 能 ⼒ を 最 ⼤ 限 活 ⽤ し た 援 助 を ⾏ い ま す。   

③   機 能 訓 練   
・ ご 契 約 者 の ⼼ ⾝ 等 の 状 況 に 応 じ て、 ⽇ 常 ⽣ 活 を お く る の に 必 要 な 機 能 の 回 復 ⼜ は 
そ の 減 退 を 防 ⽌ す る た め の ⽣ 活 リ ハ ビ リ を ⾏ い ま す。   

④   送 迎 サー ビ ス   
・ ご 契 約 者 の 希 望 に よ り、 ご ⾃ 宅 と 事 業 所 間 の 送 迎 を ⾏ い ま す。 但 し、 通 常 の 事 業 
実 施 地 域 外 か ら の ご 利 ⽤ の 場 合 は、 交 通 費 実 費 を ご 負 担 い た だ き ま す。   

5 そ の 他 ⾃ ⽴ へ の ⽀ 援   
・ 寝 た き り 防 ⽌ の た め、 で き る か ぎ り 離 床 に 配 慮 し ま す。   
・ ⽣ 活 の リ ズ ム を 考 え、 毎 朝 ⼣ の 着 替 え を ⾏ う よ う 配 慮 し ま す。   
・ 清 潔 で 快 適 な ⽣ 活 が 送 れ る よ う、 適 切 な 整 容 を 援 助 し ま す。   
・ ⾷ 事 は 離 床 し て とっ て い た だ き こ と を 原 則 と し て い ま す。   
  （⾷ 事 時 間） 朝 ⾷ ： 午 前 7 時 30 分   昼 ⾷ ： 正 午   ⼣ ⾷ ： 午 後 6 時   

＜ サー ビ ス 利 ⽤ 料 ⾦ (1 ⽇ 当 り) ＞   
      下 記 の 料 ⾦ 表 に よっ て、 ご 契 約 者 の 要 介 護 度 に 応 じ た サー ビ ス 利 ⽤ 料 ⾦ か ら 介 護 保 
険 給 付 費 額 を 除 い た ⾦ 額 (⾃ ⼰ 負 担 額 （１ 割）) を お ⽀ 払 い 下 さ い (サー ビ ス の 利 ⽤ 料 ⾦ 
は、 ご 契 約 者 の 要 介 護 度、 利 ⽤ 部 屋 に 応 じ て 異 な り ま す)。   

    （注） ⾃ ⼰ 負 担 額 に つ い て は、 所 得 に よっ て 割 合 が 異 な り ま す。   
  
  
  
  
  
  
  

(単 位: 円)   

  
（以 下 は 介 護 度 に 関 係 な く ご 負 担 い た だ く ⾦ 額 で す） 要 ⽀ 援 者 は ※ の み 加 算   

(1) 利 ⽤ 料 ⾦ が 介 護 保 険 か ら 給 付 さ れ る 場 合   
(2) 利 ⽤ 料 ⾦ の 全 額 を ご 契 約 者 に ご 負 担 い た だ く 場 合   

   要 ⽀ 援 1    要 ⽀ 援 2    要 介 護 1    要 介 護 2    要 介 護 3    要 介 護 4    要 介 護 5   

利 ⽤ 料 ⾦    4,740   5.890   6,380   7,070   7,780   8,470   9,160  

⾃ ⼰ 負 担 
額 （１ 
割）   

４ ７ ４   ５ ８ ９   ６ ３ ８   ７ ０ ７   ７ ７ ８   ８ ４ ７   ９ １ ６  

   利 ⽤ 料 ⾦    ⾃ ⼰ 負 担 額 （１ 割）   

送 迎 （⽚ 道） ※    １ ， ８ ４ ０   １ ８ ４  

サー ビ ス 提 供 体 制 強 化 加 算   Ⅲ※    ６ ０     ６  



☆   送 迎 の 利 ⽤ 料 ⾦ は、 送 迎 を 希 望 さ れ る 場 合 に ご 負 担 い た だ く ⾦ 額 で す。   
☆ 看 護 体 制 の 利 ⽤ 料 ⾦ は、 看 護 職 員 が 健 康 上 の 管 理 を お こ な う こ と に よ り、 利 ⽤ 者 全 員 
に 共 通 し て ご 負 担 い た だ く ⾦ 額 で す。   

☆ サー ビ ス 提 供 体 制 強 化 は、 専 ⾨ 的 で 安 定 的 な サー ビ ス の 提 供 を ⾏ う こ と に よ り、 利 ⽤ 
者 全 員 に 共 通 し て ご 負 担 い た だ く ⾦ 額 で す。   

☆ 機 能 訓 練 指 導 体 制 加 算 は、 専 ら 機 能 訓 練 指 導 員 が 配 置 さ れ て い る こ と に よ り、 全 員 に 
共 通 し て ご 負 担 い た だ く ⾦ 額 で す。   

☆ 在 宅 中 重 度 者 受 ⼊ 加 算 は、 訪 問 看 護 サー ビ ス を 利 ⽤ し て い る 利 ⽤ 者 が、 当 事 業 所 が 看 
護 体 制 加 算 を 算 定 し て お り、 な お か つ、 な じ み の 訪 問 看 護 師 か ら サー ビ ス 提 供 を 受 け 
た 場 合 に ご 負 担 い た だ く ⾦ 額 で す。   

☆ 医 療 連 携 強 化 加 算 は、 医 療 機 関 と の 連 携 に よ り、 重 度 な 特 定 の 利 ⽤ 者 に 加 算 さ れ る ⾦ 
額 で す。   

☆ 緊 急 短 期 ⼊ 所 加 算 は、 利 ⽤ 者 の 状 態 や 家 族 等 の 事 情 に よ り、 介 護 ⽀ 援 専 ⾨ 員 が、 緊 急 
に 利 ⽤ が 必 要 と 認 め た 場 合 に 加 算 さ れ る 料 ⾦ で す。   

☆ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 は、 職 員 へ の ⼈ 件 費 を 加 算 と い う 形 で 利 ⽤ 者 全 員 に 共 通 し て ご 
負 担 し て 頂 く ⾦ 額 で す。   

☆ ご 契 約 者 が ま だ 要 介 護 認 定 を 受 け て い な い 場 合 に は、 サー ビ ス 利 ⽤ 料 ⾦ の 全 額 を いっ た 
ん お ⽀ 払 い い た だ き ま す。 認 定 を 受 け た 後、 ⾃ ⼰ 負 担 額 を 除 く ⾦ 額 が 介 護 保 険 か ら 払 い 
戻 さ れ ま す (償 還 払 い)。 ま た、 居 宅 サー ビ ス 計 画 が 作 成 さ れ て い な い 場 合 も 償 還 払 い と 
な り ま す。 償 還 払 い と な る 場 合、 ご 契 約 者 が 保 険 給 付 の 申 請 を ⾏ う た め に 必 要 と な る 事 
項 を 記 載 し た 「サー ビ ス 提 供 証 明 書」 を 交 付 し ま す。   

☆ ⽀ 給 限 度 基 準 額 を 超 え る 場 合 や 連 続 し て 30 ⽇ を 超 え る 利 ⽤ ⽇ 数 の サー ビ ス 費 ⽤ は、 全 額 
が ご 契 約 者 の 負 担 に な り ま す。   

☆ 介 護 保 険 の 給 付 額 に 変 更 が あっ た 場 合、 変 更 さ れ た 額 に 合 わ せ て、 ご 契 約 者 の 負 担 額 を 
変 更 し ま す。   

  
（２） 介 護 保 険 の 給 付 対 象 と な ら な い サー ビ ス                                 (単 位: 
円)   

1   
  

看 護 体 制 Ⅰ    ８ ０   ４  

看 護 体 制 Ⅱ    ４ ０   ８  

機 能 訓 練 指 導 体 制 加 算    １ ２ ０   １ ２  

在 宅 中 重 度 者 受 ⼊ 加 算   
対 
象 
者   

４ ， １ ３ ０   ４ １ ３  

医 療 連 携 強 化 加 算    ５ ８ ０   ５ ８  

緊 急 短 期 ⼊ 所 加 算    ９ ０ ０   ９ ０  

介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 Ⅰ※    （⾃ ⼰ 負 担 額 ＋ 加 算 額） × ８ ． ３ ％  

介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 Ⅱ※    （⾃ ⼰ 負 担 額 ＋ 加 算 額） × ２ ． ３ ％  

項     ⽬    内     容   
利 ⽤ 料 ⾦   
（１ ⽇）   

利 ⽤ 者 の 個 ⼈ 負 担 額   

利 ⽤ 者 負 
担 段 階   

⾦ 額 （ 1 ⽇）   

従 来 型 個 室    多 床 室   

滞 在 費   
  
  

室 料 お よ び   
光 熱 ⽔ 費   

個 室 1,300  
多 床 室 900  

  

第 １ 段 階   
第 2 段 階   
第 ３ 段 階   
第 ４ 段 階   

３ ２ ０  
４ ２ ０  
８ ２ ０  

１ ， ３ ０ ０  

０  
３ ７ ０  
３ ７ ０  
９ ０ ０  

⾷ 費    材 料 費 お よ 
び 調 理 費 ⽤   

１ ， ５ ７ ０  
  

第 １ 段 階   
第 2 段 階   
第 ３ 段 階   
第 ４ 段 階   

３ ０ ０   
３ ９ ０   
６ ５ ０   

    １ ， ５ ７ ０   



  

  

介 護 予 防・ ⽇ 常 ⽣ 活 ⽀ 援 総 合 事 業・ デ イ サー ビ ス 利 ⽤ 料   

  

介 護 予 防・ ⽇ 常 ⽣ 活 ⽀ 援 総 合 事 業   

○ 利 ⽤ 料 ⾦   

・ 現 ⾏ の 通 所 介 護 相 当 （現 ⾏ 相 当） （１ ⽉ 当 た り）                 （単 位 ： 円）   

  

・ 通 所 型 サー ビ ス Ａ   （１ 回 当 た り）                         （単 位 ： 円）   

  

  

2   
  

⾷ 費 の 内 訳   

朝 ⾷   
昼 ⾷   
お や つ   
⼣ ⾷   

３ ４ ０   
５ ８ ０   
１ ９ ０   
４ ６ ０   

テ レ ビ 貸 出 
料   

希 望 さ れ る ⽅ の み。    1 ⽇   100 円   

レ ク リ エー 
ショ ン 費   

レ ク リ エー ショ ン や ⾏ 事 等 の 
費 ⽤   

材 料 代 等 を 皆 さ ん に 負 担 し て い た だ き ま 
す。   

⽇ 常 ⽣ 活 
上、 必 要 と 
な る 諸 費 ⽤   

⽇ 常 ⽣ 活 品 の 購 ⼊ 代 ⾦ 等 ご 契 
約 者 の ⽇ 常 ⽣ 活 に 要 す る 費 ⽤   

実 費   

通 常 の 事 業 
実 施 地 域 を 
超 え て の 送 
迎 代   

地 域 を 超 え て か ら の 距 離    １ ｋ ｍ   30 円   

基 本   利 ⽤ 料 ⾦   ⾃ ⼰ 負 担   
サ ー ビ ス 提 供 体 

制 強 化 加 算   Ⅰ  

介 護 職 員 処 遇 改 

善 加 算 （ Ⅰ ）   
介 護 職 員 等 特 定 処 

遇 改 善 加 算 （ Ⅱ ）  

要 ⽀ 援 1   １ ６, ７ ２ ０  １ ， ６ ７ ２  ８ ８  （ Ⅰ ） × ５ ． ９ ％   

（ Ⅱ ） × １ ． ０ ％   要 ⽀ 援 2   ３ ４, ２ ８ ０  ３ ， ４ ２ ８  １ ７ ６  

サー ビ ス 内 容   項 ⽬   ⾃ ⼰ 負 担   

介 護 職 員 処 遇 改 

善 加 算 （ Ⅰ ）   

介 護 職 員 等 特 定 

処 遇 改 善 加 算 （ 

Ⅱ ）   

通 所 型 サー ビ 

ス Ａ （ 3 〜 5 時 

間 利 ⽤）   

事 業 対 象 者   

要 ⽀ 援 1 ・ 2   

⼊ 浴 な し、 送 迎 な し   １ ６ ２  

（ Ⅰ ） × ５ ． ９ 

％   

（ Ⅱ ） × １ ． ０ 

％   

⼊ 浴 あ り、 送 迎 な し   ２ ０ ２  

⼊ 浴 な し、 送 迎 あ り   ２ ２ ２  

⼊ 浴 あ り、 送 迎 あ り   ２ ６ ２  

通 所 型 サー ビ 

ス Ａ （ 5 〜 7 時 

間 利 ⽤）   

⼊ 浴 な し、 送 迎 な し   ２ ２ ３  

⼊ 浴 あ り、 送 迎 な し   ２ ６ ３  

⼊ 浴 な し、 送 迎 あ り   ２ ８ ３  

⼊ 浴 あ り、 送 迎 あ り   ３ ２ ３  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

通 所 介 護   

○ 利 ⽤ 料 ⾦ （１ ⽇ 当 り）                                                (単 位: 円)   

    ☆  ６ 時 間 以 上 ７ 時 間 未 満 利 ⽤ し た 場 合   

  

☆  ７ 時 間 以 上 ８ 時 間 未 満 利 ⽤ し た 場 合   

  

  

  

3   
  

  利 ⽤ 料 ⾦   ⾃ ⼰ 負 担 額     

要 介 護 １   ５ ， ８ １ ０  ５ ８ １  

介 護 職 員 処 遇 

改 善 加 算 （ Ⅰ 

）  × ５ ． ９ ％  

介 護 職 員 等 特 

定 処 遇 改 善 加 

算 （ Ⅱ ）  

× １ ． ０ ％  

要 介 護 ２   ６ ， ６ ８ ６  ６ ８ ６  

要 介 護 ３   ７ ， ９ ２ ０  ７ ９ ２  

要 介 護 ４   ８ ， ９ ７ ０  ８ ９ ７  

要 介 護 ５   １ ０ ， ０ ３ ０  １, ０ ０ ３  

サー ビ ス 提 供 体 制 強 化 加 算   Ⅰ   ２ ２ ０  ２ ２  

⼊ 浴 加 算 （実 施 し た 場 合）   
（ Ⅰ ） ４ ０ ０  

（ Ⅱ ） ５ ５ ０  

（ Ⅰ ） ４ ０  

（ Ⅱ ） ５ ５  

個 別 機 能 訓 練 加 算 （ Ⅰ ） イ （実 施 し た 場 

合）   
５ ６ ０  ５ ６  

送 迎 を ⾏ わ な かっ た 場 合 （⽚ 道）   ▲ ４ ７ ０  ▲ ４ ７  

  利 ⽤ 料 ⾦   ⾃ ⼰ 負 担 額     

要 介 護 １   ６ ， ５ ５ ０  ６ ５ ５  

介 護 職 員 処 遇 

改 善 加 算 （ Ⅰ 

）  × ５ ． ９ ％  
介 護 職 員 等 特 

定 処 遇 改 善 加 

算 （ Ⅱ ）  

× １ ． ０ ％  

要 介 護 ２   ７ ， ７ ３ ０  ７ ７ ３  

要 介 護 ３   ８ ， ９ ６ ０  ８ ９ ６  

要 介 護 ４   １ ０ ， １ ８ ０  １ ， ０ １ ８  

要 介 護 ５   １ １ ， ４ ２ ０  １ ， １ ４ ２  

サー ビ ス 提 供 体 制 強 化 加 算   Ⅰ   ２ ２ ０  ２ ２  

⼊ 浴 加 算 （実 施 し た 場 合）   
（ Ⅰ ） ４ ０ ０  

（ Ⅱ ） ５ ５ ０  

（ Ⅰ ） ４ ０  

（ Ⅱ ） ５ ５  

個 別 機 能 訓 練 加 算 （ Ⅰ ） イ （実 施 し た 場 
合）   

５ ６ ０  ５ ６  

送 迎 を ⾏ わ な かっ た 場 合 （⽚ 道）   ▲ ４ ７ ０  ▲ ４ ７  



  

  

  

  

  

☆  ８ 時 間 以 上 ９ 時 間 未 満 利 ⽤ し た 場 合   

（以 下 介 護 保 険 対 象 外 の ⾦ 額 で す）  (単 位: 円)   

       (注） １ ． 利 ⽤ 料 は 介 護 保 険 の 給 付 ⾦ 額 で あ り、 ⾃ ⼰ 負 担 額 は そ の １ 割 と なっ て お り ま す。  

           ２.  サー ビ ス 提 供 体 制 強 化 加 算 は、 専 ⾨ 知 識 の あ る 介 護 職 員 が、 安 定 的 な サー ビ ス の 提 供 を ⾏   
う 事 に よ り、 利 ⽤ 者 全 員 に 共 通 し て ご 負 担 い た だ く ⾦ 額 で す。   

           ３ ． 中 重 度 者 ケ ア 体 制 加 算 は、 要 件 ⼈ 数 以 上 の 看 護 職 員・ 介 護 職 員 に よ り、 中 重 度 者 に サー  

ビ ス を 提 供 す る 体 制 が 整っ て い る こ と で、 利 ⽤ 者 全 員 に 共 通 し て ご 負 担 い た だ く ⾦ 額 で 
す。   

            ４ ． ⼊ 浴 加 算 と は ⼊ 浴 サー ビ ス を 利 ⽤ さ れ た 場 合 に ご 負 担 い た だ く ⾦ 額 で す。   
            ５ ． 個 別 機 能 訓 練 加 算 は、 個 別 で 機 能 訓 練 を 実 施 し た 場 合 に ご 負 担 い た だ く ⾦ 額 で す。   

            ６ ． 送 迎 を ⾏ わ な かっ た 場 合 は、 ⽚ 道 の ⾦ 額 を 引 か せ て 頂 き ま す。   

           ７ ． 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 は、 職 員 へ の ⼈ 件 費 を 加 算 と い う 形 で 利 ⽤ 者 全 員 に 共 通 し て ご 負  
担 し て 頂 く ⾦ 額 で す。   

            ８ ． ご 契 約 者 が ま だ 要 介 護 認 定 等 を 受 け て い な い 場 合 に は、 サー ビ ス 利 ⽤ 料 ⾦ の 全 額 を いっ   
              た ん お ⽀ 払 い た だ き ま す。 要 介 護 認 定 等 を 受 け た 後、 ⾃ ⼰ 負 担 額 を 除 く ⾦ 額 （利 ⽤ 料 の ９   

              割） が 介 護 保 険 か ら 払 い 戻 さ れ ま す （償 還 払）。 ま た、 居 宅 サー ビ ス 計 画 （ケ ア プ ラ ン） が   

              作 成 さ れ て い な い 場 合 も 償 還 払 と な り ま す。 償 還 払 と な る 場 合、 ご 契 約 者 が 保 険 給 付 の 申   
              請 を ⾏ う た め に 必 要 と な る 事 項 を 記 載 し た 「サー ビ ス 提 供 証 明 書」 を 交 付 し ま す。   

            ９ ． 介 護 保 険 か ら の 給 付 額 に 変 更 が あっ た 場 合、 変 更 さ れ た 額 に 合 わ せ て、 ご 契 約 者 の 負 担   
              額 を 変 更 し ま す。   

           １ ０ ． 介 護 保 険 の ⽀ 給 限 度 額 を 超 え て サー ビ ス を 利 ⽤ さ れ る 場 合 は、 利 ⽤ 料 の 全 額 が ご 契 約 者   

              の 負 担 と な り ま す。   
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  利 ⽤ 料 ⾦   ⾃ ⼰ 負 担 額     

要 介 護 １   ６ ， ６ ６ ０  ６ ６ ６  

 

 

 
介 護 職 員 処 遇 

改 善 加 算 （ Ⅰ 

）  × ５ ． ９ ％  
介 護 職 員 等 特 

定 処 遇 改 善 加 

算 （ Ⅱ ）  

× １ ． ０ ％  

要 介 護 ２   ７ ， ８ ７ ０  ７ ８ ７  

要 介 護 ３   ９ ， １ １ ０  ９ １ １  

要 介 護 ４   １ ０ ， ３ ６ ０  １ ， ０ ３ ６  

要 介 護 ５   １ １ ， ６ ２ ０  １ ， １ ６ ２  

サー ビ ス 提 供 体 制 強 化 加 算   Ⅰ   ２ ２ ０  ２ ２  

⼊ 浴 加 算 （実 施 し た 場 合）   
（ Ⅰ ） ４ ０ ０  

（ Ⅱ ） ５ ５ ０  

（ Ⅰ ） ４ ０  

（ Ⅱ ） ５ ５  

個 別 機 能 訓 練 加 算 （ Ⅰ ） イ （実 施 し た 場 
合）   

５ ６ ０  ５ ６  

送 迎 を ⾏ わ な かっ た 場 合 （⽚ 道）   ▲ ４ ７ ０  ▲ ４ ７  

⾷ 材 料 費、 調 理 費   ７ ７ ０ 円   

お む つ 代   実 費   

レ ク リ エー ショ ン 材 料 代   実 費   

通 常 の 事 業 実 施 地 域 を 越 え て の 送 迎 代   地 域 を 超 え て か ら の 距 離 ： １ ㎞ 当 た り ３ ０ 円   


